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2025 年 12 月３日 

各 位 

会 社 名  第 一 三 共 株 式 会 社 

代 表 者  代 表 取 締 役 社 長  奥 澤  宏 幸  

（ コ ー ド 番 号  4 5 6 8  東 証 プ ラ イ ム 市 場 ） 

問合せ先 執行役員ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 朝倉 健太郎 

TEL  報 道関 係者 の皆 様 03-6225-1126 

株式市場関係者の皆様 03-6225-1125 

 

当社ADC製品に関するSeagen社との特許係争の判決に関するお知らせ 

 

第一三共株式会社（本社：東京都中央区、以下「当社」）は、Seagen Inc.（本社：米国ワシントン州ボセ

ル、代表者：Chris Boshoff、以下「Seagen社」）がテキサス州東部地区連邦地方裁判所（以下「テキサス

地裁」）で当社に対して提起した米国特許10,808,039（以下「’039特許」）に基づく特許権侵害訴訟の控

訴審において、2025年12月2日（現地時間）、米国連邦巡回区控訴裁判所が’039特許は無効であるとし

てテキサス地裁の一審判決を取り消す判決を下しましたのでお知らせします。 

 
2023年10月17日の一審判決（2023年10月18日付「当社ADC製品に関するSeagen社との特許係争

の判決に関するお知らせ」にて公表）では、’039特許は有効であると判断され、当社は、特許侵害に基

づく損害賠償および2022年4月1日から’039特許が満了する2024年11月4日までのENHERTU®の米国

売上に対するロイヤルティの支払を命じられました。当社は一審判決に対して控訴を提起していました。 

 
また上記控訴審判決で’039特許は無効であると判断されたことに伴い、当社が米国特許商標庁に請

求した’039特許に対する特許付与後レビュー（Post Grant Review、以下「PGR」）の控訴審において、

2025年12月2日（現地時間）、米国連邦巡回区控訴裁判所は、Seagen社の控訴を棄却する判決を下し

ました。2024年1月16日のPGR決定（2024年1月17日付「当社ADC製品に関するSeagen社との特許

係争に関するお知らせ」 

https://www.daiichisankyo.co.jp/files/news/pressrelease/pdf/202401/20240117_J.pdf 
にて公表）により’039 特許は無効とされ、Seagen 社は PGR 決定に対して控訴を提起していました。 

 
当社は、米国連邦巡回区控訴裁判所による今回の判決を高く評価しています。 

 

以 上 
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